
H２３年６月の居宅部会議事録 

日時：６月２１日  １４：００～１６：００ 

場所：リバーサイド川島園 大会議室 

司会：地域包括支援センター リバーサイド川島園 山田京子様 

 

第１５回ケアマネちょこっと勉強会に参加 

●高齢福祉課 主任主査兼介護給付係長 林泉氏より 

 「東日本大震災被災者の介護保険制度利用について」 

  各務原市において・・・・・現在６５歳以上の被災地からの転入者１名 

               住民票は移してないが、各務原市にみえた方 十数名 

                        （このうち６５歳以上は数名） 

               全ての方、介護認定者無し 

         今後も被災地からの転入者は増える事が予測されるが、 

        ＊私達ケアマネとして覚えておきたいポイントは以下の通り 

         ①被災してみえる方かどうか（罹災者証明が有・無） 

         ②①が確認できなければ、通常扱い（保険料・利用料金等） 

         ③有効期間が切れている方も延長して利用可能 

        現実的には、被災していても罹災者証明の発行が難しい地域 

        もあるそうですが、被災地からみえたというだけで、無料（免除）になるという

概念はなくしてほしい。 

        あくまでも罹災証明書がなければいけないそうです。 

（罹災と被災証明は違うので注意！） 

  その他、受付で配布された「東日本大震災への緊急対応」「東日本大震災に対処する為の特別の

財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について」の

読み上げがされた。 

  被災地のスライド映像 

      林氏「被災地は想像以上に大変な状況です。ガレキの中から自分の物を探す人々の

姿・・・何よりも心のケアが大切です。 

        放射能被害などで、更に風評被害に合わぬ様、慎重な対応をお願いしたい。」との

コメントがありました。 

  ＊老健局 介護保険情報でも特例の説明等してあるので、個々で確認してください！ 

●各務原市高齢福祉課 認定係 林様より 

  「認定調査のご協力を！！」 

   市も認定調査員を増員していますが、まだまだ不足です。ご協力願いたいとのお話あり。 

   前回、包括様より代行申請時の件でご質問 

      ・医療機関入院中。部屋番まで必要か？ 

       A：西か東かの病棟程度はわかれば記載して頂きたい。 

●岐阜病院 長戸様・日置江様より   認知症疾患医療センターのご案内 

   部会役員稲垣氏より質問：「認知症ケアの場合、ある程度期限はあるのですか？」 

   A：基本はないです。周辺症状で入院となれば、治療病棟があります。薬物療法等で治療して

いきます。岐阜県下にある 7 か所の地域型の認知症センターで精神科領域で周辺

症状の治療を行っていきます。 

●ニッケかかみ野苑の坂田氏より  「若年性認知症サロン」の紹介 



                ＊毎月第３日曜日１１：００～開催しています。 

                まずは、お気軽にお出かけ下さい！！ とのこと。 

             窓口は内藤ケアマネ 

             対象は 65歳以下の方からスタートしたいと考えている 

             送迎は今のところ考えていません。 

              

             ニッケさんで居宅支援事業所が開設されました。 

織部ケアマネさんが担当 

●ジョイフル各務原 南氏より   新人ケアマネ紹介 6月～大橋ケアマネが増えました。 

●フェニックス 吉国氏より    コム DO 那加の紹介 

                短時間デイでリハビリ中心の方向けのデイです。 

                主に要支援１・２  介護１・２の方を対象にと思っています 

               が、介護３・４・５も検討はします。 

【居宅部会松井会長より】 

  このところ部会に関するご指摘がいくつかありましたので、お知らせ致します。 

 【ご指摘内容】 

   ・部会に主体性がない 

   ・皆さんの意見が部会に上がっていない 

   ・松井さん「暴走よ！」 

   ・会長命令でお茶がなくなっている 

   ・もっと勉強会をやってほしい   等です。 

  会長の考えとして、「にんじん会議」や「東中の勉強会」等でおもしろそうだなという物が耳に

入り、「来てもいいよ！」と言われれば参加させて頂きたいと思っている。 

  役員に大きな負担をかけては・・・と思い、誰でもできる役員レベルが良いのではないかと思

います。 

  ベテランケアマネもいれば、１年生ケアマネもいる、これが一体となって同じ勉強会をするの

はいかがなものかと思います。 

  あと、９か月はこのままでいきたいと思っています。 

 

  今後も皆さん役員に対しての意見や提案はどんどん言ってください！ 

   連絡係 稲垣氏のメール 

   会長事業所「あい」へ TEL・FAX 

    ＊何でも結構です！いいこと・悪いことくったくのない意見を下さい！報告はきちんと致

します。 

  

  「お茶」について 

  松井会長・・・年間予算（３万円）が、現状、部会員が増え足らなくなった場合や平等性が難

しいと判断し、やめましたが、戻した方が良ければ戻せます。 

     （参加している部会員にお茶の継続が必要か、不必要かを挙手で判断（不必要との結果）） 

     暫くはお茶なしで続行します。皆さんに必ず還元していきます。   

 

＊次回の居宅部会の予定 ７月１５日カーサレスペートにて 

 


